
 
文書による一般質問の運用について 

                                   （先例（事例）集に盛り込む内容） 
 

災害や感染症の発生等の緊急時において口頭による一般質問が実施できない場合に、その文書
による一般質問を行うこととし、議会運営委員会で決定した上で実施する。 

 
（１）質問人数、質問項目数、質問数及び文字数について 

緊急時であることに鑑み、次のとおり制限を設けることとする。 

※ 一般質問の通告後に文書による一般質問を実施することとなった場合、通告を行った議員は、
当該定例会において実施しなければならないものに限り質問することとし、①質問人数及び②
質問項目数をさらに絞り込む。 

 
（２）手続 
  ① 議会運営委員会において、文書による一般質問の実施及び日程を決定する。 
  ② 議員は、議会運営委員会で決定した期日（議会運営委員会の開催後、１週間程度後の日と

する。）までに質問主意書を議長に提出する。 
    なお、一般質問の通告後に文書による一般質問を実施することとなった場合において、質

問主意書を提出せず質問をしないこととなった議員は、通告を取り下げたものとみなす（通
告取り下げ書の提出は不要とする）。 

  ③ 議長は、議員から提出された質問主意書を執行機関に送付する。 
  ④ 執行機関は、送付を受けた質問主意書に対する答弁書を作成し、議会運営委員会で決定し 

た期日（質問主意書の送付後、２週間程度後の日とする。）までに議長に提出する。 
  ⑤ 議長は、当該定例会の閉会日に質問主意書及び答弁書を本会議場において全議員に資料と 

して机上配布する（答弁書の提出が閉会日に間に合わなかったときは、議長は本会議場にお 
いて後日配布する旨を宣言し、答弁書の提出があり次第、質問主意書及び答弁書を全議員に配 
布する。）。 

 
（３）質問主意書及び答弁書の取扱いについて 
  ① 質問主意書及び答弁書は、電子データにより提出するものとする。 
  ② 答弁書には、答弁ごとに所管局名等を記載する。 
  ③ 質問主意書及び答弁書は、当該定例会の会議録に掲載するほか、市議会のホームページに

掲載する。 

①質問人数 １０人以内とし、各会派所属議員数（ただし、正副議長及び監査委員を
除く。）に応じて各会派に按分する。 
・ 無所属議員も質問人数の算定の対象に含めることとし、各会派
の質問人数は、非交渉会派と無所属議員を合わせた人数を１の会
派としてみなして、各会派所属議員数に応じて按分して算定した
人数とする。 

・ 非交渉会派と無所属議員の質問者は、上記により算定された質
問人数内において、当事者間で調整の上、決定する。 

・ なお、質問者が上記により算定された質問人数よりも少なくな
る会派があった場合は、当該会派から他の会派又は無所属議員に
対し、質問しない人数枠を譲ることも可とする（質問人数１０人
以内の中で会派間の融通を認める）。 

 

②質問項目数 ３項目以内 

③質問数 ６問以内 

④文字数 
９００文字程度（質問内容により、その趣旨や背景等を記載する必要があ
る場合もあるため、１．５倍を限度とする） 

⑤２回目以降の質問 なし 
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